
裁
判
員
制
度
の
概
要

●
裁
判
員
制
度
と
は

裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
中
か
ら

選
ば
れ
た
6
人
の
裁
判
員
が
刑
事
裁

判
に
参
加
し
、
3
人
の
裁
判
官
と
と

も
に
、
被
告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、

有
罪
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
刑
に
す

る
の
か
を
決
め
る
制
度
で
す
。

●
裁
判
員
裁
判
を
行
う
裁
判
所

蒲
郡
市
よ
り
選
出
さ
れ
た
裁
判
員

は
、
名
古
屋
地
方
裁
判
所
岡
崎
支
部

に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件

裁
判
員
裁
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、

国
民
の
関
心
の
高
い
一
定
の
重
大
な

犯
罪（
左
記
に
一
例
）に
関
す
る
第
一

審
の
刑
事
訴
訟
事
件
で
す
。

・
殺
人　

・
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死

・
危
険
運
転
致
死　

・
強
盗
致
死
傷

・
身
代
金
目
的
誘
拐　

・
傷
害
致
死

候
補
者
名
簿
に
は
、
蒲
郡
市
か
ら
207
人

（
平
成
21
年
度
）が
登
録
さ
れ
ま
す
。

裁
判
員
に
な
っ
た
ら

●
裁
判
員
の
時
間
的
負
担

裁
判
員
裁
判
で
は
、
連
続
的（
ほ
ぼ

毎
日
）に
審
理
を
行
う
こ
と
を
予
定
し

て
い
る
た
め
、裁
判
に
要
す
る
期
間
は
、

約
7
割
の
事
件
が
3
日
以
内
に
、
約
9

割
の
事
件
が
5
日
以
内
に
終
了
す
る
と

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

1
日
に
行
う
裁
判
の
時
間
は
、
通
常

5
時
間
程
度（
休
憩
や
昼
食
の
時
間
を

除
く
）と
な
り
ま
す
。

●
裁
判
員
へ
の
旅
費
・
日
当

実
際
に
裁
判
所
へ
出
向
い
た
裁
判

員
や
裁
判
員
候
補
者
に
は
、
交
通
費

と
時
間
に
応
じ
た
日
当（
1
日
あ
た

り
1
万
円
以
内
）が
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
裁
判
員
の
守
秘
義
務

裁
判
員
や
裁
判
員
で
あ
っ
た
人
に

は
、
裁
判
員
法
に
よ
り
、
一
定
の
秘

密
を
守
る
義
務
が
課
さ
れ
、
そ
の
違

反
に
対
し
て
は
罰
則
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

●
裁
判
員
の
保
護

裁
判
員
が
事
件
の
関
係
者
な
ど
か

ら
危
害
を
加
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、

法
律
や
裁
判
の
運
用
面
で
保
護
さ
れ

ま
す
。

●
裁
判
員
の
選
定
方
法

裁
判
員
は
、
20
歳
以
上
の
有
権
者

の
中
か
ら
、
く
じ
に
よ
り
無
作
為
に

選
ば
れ
ま
す
。

●
裁
判
員
を
辞
退
で
き
る
場
合

法
律
上
、
裁
判
員
に
な
る
こ
と
は

義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
員
を

辞
退
す
る
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

・
70
歳
以
上
の
方

・
妊
娠
中
ま
た
は
出
産
の
日
か
ら
8

週
間
を
経
過
し
て
い
な
い
方

・
事
業
上
の
重
要
な
用
務
を
自
分
で

処
理
し
な
い
と
著
し
い
損
害
が
生

じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
方　

な
ど

●
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
人
数

裁
判
員
は
、
原
則
と
し
て
、
事
件
ご

と
に
6
人
選
任
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

裁
判
員
は
、
事
前
に
登
録
さ
れ
た
候
補

者
名
簿
か
ら
選
ば
れ（
詳
細
は
下
記

「
裁
判
員
選
定
の
流
れ
」参
照
）、
こ
の

裁
判
員
選
定
の
流
れ

①
平
成
20
年
12
月

（
裁
判
員
候
補
者
へ
通
知
）

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た

こ
と
を
通
知
し
ま
す（
蒲
郡
市
で
は
207

人
が
該
当
）。
ま
た
、
客
観
的
な
辞
退

事
由
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど

を
尋
ね
る
調
査
票
を
送
付
し
ま
す
。
候

補
者
名
簿
へ
の
登
録
期
間
は
1
年
で

す
。

②
平
成
21
年
5
月
〜

（
く
じ
で
候
補
者
を
選
定
）

事
件
ご
と
に
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の

中
か
ら
く
じ
で
裁
判
員
候
補
者（
お
お

む
ね
50
〜
100
人
）が
選
ば
れ
ま
す
。

③
裁
判
の
6
週
間
前
ま
で

（
呼
出
状
が
届
く
）

く
じ
で
選
ば
れ
た
裁
判
員
候
補
者
に

質
問
票
を
同
封
し
た
選
任
手
続
期
日
の

お
知
ら
せ（
呼
出
状
）が
届
き
ま
す
。

④
裁
判
の
当
日

（
6
人
の
裁
判
員
を
選
任
）

裁
判
員
候
補
者
の
う
ち
、
辞
退
の
申

し
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
質
問
票
の
記

載
の
み
か
ら
で
は
辞
退
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
方
は
、
選
任
手
続
の
当
日
、
裁

判
所
へ
行
き
ま
す
。
裁
判
長
は
候
補
者

に
対
し
、
不
公
平
な
裁
判
を
す
る
お
そ

れ
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
質
問
を
し
、

最
終
的
に
6
人
の
裁
判
員
が
選
ば
れ
ま

す
。（
通
常
、
午
前
中
に
選
任
手
続
が
終

了
し
、午
後
か
ら
審
理
が
始
ま
り
ま
す
。）

2
2008.11 広報●がまごおり

3
広報●がまごおり

平
成
21
年
5
月
21
日
に
ス
タ
ー
ト
す
る
裁
判
員
制
度
。

す
で
に
そ
の
裁
判
員
の
候
補
者
の
選
定
が
始
ま
り
、
12
月
ま
で
に
は

該
当
者
へ
の
通
知
が
発
送
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、
裁
判
員
制
度
の
概
要
と
、
市
内
か
ら
選
定
さ
れ

る
裁
判
員
候
補
者
の
人
数
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

行政課 ☎66◆1155 裁
判
員
に
選
ば
れ
る
ま
で


